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 第１章 計画の概要

１ 計画策定の背景と目的

  この「川口市職員特定事業主行動計画２０２１」は、「次世代育成支援対策推進法」

第１９条第１項及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第１９条第

１項に基づく「特定事業主行動計画」として、川口市の職員を対象に策定したもので

す。

社会を取り巻く状況が変化していく中、男女ともに仕事と家庭生活の両立に取り組

むことが重要になってきています。職員一人ひとりが、やりがいや充実感を感じなが

ら働き、仕事上の責任を果たすとともに、子育てや介護などの人生の局面に応じて働

き続けることができる職場環境を整えることにより、仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の実現を目指すものです。

２ 計画の背景

  「川口市職員特定事業主行動計画」は、「次世代育成支援対策推進法」が平成１５

年度に制定されたことに伴い、平成１７年度に第１次計画、平成２２年度に第２次計

画を策定しました。その後、平成２６年度での時限立法であった「次世代育成支援対

策推進法」が平成３６年度まで延長されたことにより、平成２８年度に第３次計画を

策定したものです。

第４次計画となる今回の策定にあたっては、「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」の施行に伴い、「次世代育成支援特定事業主行動計画」と「女性の活躍の

推進に関する特定事業主行動計画」を一体としたものとし、育児や介護、地域生活な

どの職員一人ひとりの生き方に合わせた多様な働き方ができる環境づくりに引き続

き取り組んでいきます。

３ 計画期間

  令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とします。

４ 計画の対象

  本計画は「全職員」を対象としています。子育てを行う職員や女性職員だけでなく、 

その周囲の職員、さらには係員と係長・課長・部長など管理監督職員も、それぞれの

立場で職場全体が一丸となって取り組むべきものです。
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全ての職員にとって、仕事と家庭生活の両立が可能となるような働きやすい職場環

境を整えていくためにも、このプランの実現に向けて取り組んでいきましょう。

５ 計画の公表

（１）本計画に基づく取り組みの実施状況について、前年度の取り組み状況や目標に

対する実績を年１回ホームページ上で公表します。

（２）本計画の実施状況から各取り組みの効果を検証し、随時見直しを行います。

６ 計画の目標

（１）女性職員の活躍推進 

目標 ①

   管理職の女性割合（課長補佐職以上の行政職）を２０％以上にする。

（２）育児休業を取得しやすい環境の整備 

目標 ②

 女性職員については、育児休業取得率１００％である現状を維持しつつ、男

 性職員の育児休業取得率を５０％以上にする。また、一般行政部門における

男性職員の１週間以上の育児休業取得率を８５％以上、その他部門における

男性職員の育児休業取得率を５０％以上にする。

※一般行政部門・・・市長事務部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、

監査委員事務局、農業委員会事務局

    その他部門・・・上下水道局、医療センター、教育委員会、消防局

（３）男性職員の配偶者出産及び育児参加のための休暇取得の促進 

目標 ③

 男性の配偶者出産休暇等取得率（妻の出産・男性の育児参加）を１００％に

する。
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（４）休暇取得の促進

目標 ④

   年次有給休暇取得数が５日以上の職員割合を１００％にする。

目標 ⑤

   年次有給休暇の平均取得日数を１５日以上にする。

（５）超過勤務の縮減 

目標 ⑥

   職員１人あたりの月平均時間外勤務時間数を１０時間以下にする。

目標 ⑦

   職員１人あたりの年間時間外勤務時間数を３６０時間未満にする。
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 第２章 具体的な取組内容                      

（１）女性職員の活躍推進 

目標 ①

   管理職の女性割合（課長補佐職以上の行政職）を２０％以上にする。

【管理職の女性割合（課長補佐職以上の行政職）】

【参考：４６歳以上の女性職員の割合（行政職）】

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

１７．１％ １９．４％ ２１．２％ ２２．７％ 

< 取組内容 > 

 〇個人の能力や適性に合った指導や育成を実施する。 

 〇各種研修等への女性職員の参加を推進する。 

〇所属内において、女性職員が多様な職務経験を積めるような職務分担を見直す。 

〇管理職等の研修等によって、ハラスメント防止対策意識を醸成する。 

〇模範事例となる人材育成に努め、先輩女性職員の事例の紹介等を行い、若手女性職

員の意欲の向上を図る。 

○管理職が、仕事と家庭生活の両立について面談等で職員の状況や意識を積極的に把

握し、職務分担に生かす。 

〇子育てや介護等で時間的に制約がある職員に対し、仕事と家庭生活の両立に支障の

ないよう、できる限り人事異動などについて配慮する。 

〇テレワークや時差出勤を推進し、それぞれの家庭環境に合わせた、柔軟性に富んだ

勤務形態を選択できる職場環境を整備する。 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

１０．７％ １０．８％ １１．９％ １３．１％ 
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（２）育児休業を取得しやすい環境の整備 

目標 ②

女性職員については、育児休業取得率１００％である現状を維持しつつ、男

性職員の育児休業取得率を５０％以上にする。また、一般行政部門における

男性職員の１週間以上の育児休業取得率を８５％以上、その他部門における

男性職員の育児休業取得率を５０％以上にする。

【男性の育児休業取得率】

（３）男性職員の配偶者出産及び育児参加のための休暇取得の促進 

目標 ③

 男性の配偶者出産休暇等取得率（妻の出産・男性の育児参加）を１００％に

する。

【男性の配偶者出産休暇等取得率】

< 取組内容 > 
〇管理職員が男性職員の育児に伴う休暇を１か月以上取得することを目指す方針や

目標の明確化を行う。

〇管理職員が対象職員に対して、育児に伴う休暇を合計１か月以上取得することを推

奨した上で、対象職員の意向に基づき、取得計画を作成する。

〇妊娠を申し出た職員または配偶者が出産を控えている職員に対し、制度についての

質問や相談を受け付ける窓口を設置する。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

６．４％ ６．６％ １０．６％ 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

７７．６％ ７５．２％ ７２．５％ 
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（４）休暇取得の促進 

目標 ④

  年次有給休暇取得数が５日以上の職員割合を１００％にする。

 【年次有給休暇取得数５日以上の職員割合】

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

８０．１％ ８５．２％ ９２．４％ 

目標 ⑤

  年次有給休暇の平均取得日数を１５日以上にする。

 【年次有給休暇の平均取得日数】

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

１１．４日 １２．１日 １２．６日 

< 取組内容 > 

○休暇を取得しても支障が出ないよう、業務のマニュアル化を図るなど、業務の属人化

を防ぐ。 

○係会議で情報共有を図るなど、係内のコミュニケーションを意識的に保つ。 

〇年間の業務予定を早期に職員に周知し、職員の計画的な年次有給休暇の取得促進を図

るため、年次有給休暇の計画表を作成し、計画的な取得を促進する。

〇職員が計画的に年次有給休暇を取得できるよう、職員が相互に応援できる体制を整備

し、所属長自らも積極的に年次有給休暇を取得するよう努める。

〇職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、取得が少ない職員に対し取得を促すなど、

職場の年次有給休暇の取得に努める。

〇子育て中の職員に対して、子どもの学校行事等に参加するための年次有給休暇取得を

促す。

〇週休日や休日、夏季休暇等と年次有給休暇とを組み合わせ、連続休暇とするよう意識

啓発を行う。
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（５）超過勤務の縮減 

目標 ⑥

   職員１人あたりの月平均時間外勤務時間数を１０時間以下にする。

 【職員１人あたりの月平均時間外勤務時間数】

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

８．９時間 １０．２時間 １０．８時間 

目標 ⑦

   職員１人あたりの年間時間外勤務時間数を３６０時間未満にする。

 【年間時間外勤務時間数が３６０時間未満の職員割合】

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

９４．６％ ９１．４％ ９１．５％ 

< 取組内容 > 
○管理職が、事前に業務の内容、優先順位、期限を明確にする。

〇事務の簡素合理化に努め、随時、不要な業務は削減する。

○効率的に仕事をするために必要な知識やスキルを習得する研修への参加を勧奨し、ま

た業務の効率化を図れるツールについての情報を積極的に収集する。

〇定例・恒常的業務については、事務処理のマニュアル化を徹底する。

〇会議・打合せについては、Web会議のシステムを積極的に利用するとともに、会議資
料の事前配布などにより、短時間で効率よく行うよう心掛ける。

〇所属長は率先して早期退庁に努めるとともに、勤務時間外に会議や打合せを実施しな

いよう努める。

〇所属長は職員の時間外勤務の状況を把握し、一部の職員に時間外勤務が偏らないよう

十分留意するとともに、業務の進行管理を適切に行い、状況に応じて、課内で協力体

制を整える。

〇恒常的に時間外勤務の多い職員に対し、産業医による面談を行い、長時間労働による

健康障害を未然に防止する。


